
 

 

令和 3 年 2 月 1 日 

熊本日野自動車株式会社 

 

 

 一般事業主行動計画 

 

 全ての社員がその能力を充分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、次世

代育成支援について地域に貢献する企業となるため、次のような行動計画を策定する。 

 

１．計画期間   

令和 3 年 4 月 1 日～ 令和 8 年 3 月 31 日までの 5 年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

令和 3 年 4 月～ 年次有給休暇の取得状況を把握し 

各部署において、取得計画を策定する。 

   

 

 

 

 

＜対策＞ 

令和 3 年 4 月～ インターンシップを積極的に受け入れ、 

社員採用試験時に参考とする。 

 

目標１：全社員の年次有給休暇の取得日数を 1 人当たり平均年間 6 日以上とする。 

目標２：若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供。  

 

 


